
【凡例】法：農業委員会等に関する法律

（法第５９条に規定する業務） １　号 【４７名】　都道府県農業会議

○　農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁 ２　号 【　１名】　全国農業協同組合中央会 役員数

　に建議し、諮問に応じて答申すること。 【　５名】　全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 １６人

○　農業及び農民に関する情報提供を行うこと。 ３　号 【１２名】　農業の改良発達を目的とする団体 職員数(※)

○　農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。　 ４　号 【　９名】　学識経験者 ６６人

○　都道府県農業会議の業務に対する指導・連絡 計 【７４名】 （※職員数には、正職員、出向・嘱託・契約職員を含む。）

（法第４０条第１項に規定する業務） 　　　［会 議 員］　 　(常任会議員) 総　　　　　会　年　２回 　会　　長　 川上万一郎 （５号会議員）
○　農地法に基づく農地転用の許可に係る県知事 常任会議員会議　年１３回 　（社団法人愛知県畜産協会理事長）

　への答申等 農業委員会会長 　副 会 長　 二村　利久 （４号会議員）
（法第４０条第２項に規定する業務） 農業協同組合中央会会長 　（ＪＡ愛知信連会長・ＪＡ愛知中央会副会長）

○　農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁 農業共済組合連合会常務理事 　副 会 長　 神谷　　学 （６号会議員）
　に建議し、諮問に応じて答申すること。 信用農業協同組合連合会始め４団体 　（愛知県市長会長・安城市長）

○　農業及び農民に関する情報提供、調査及び 土地改良事業団体連合会始め１０団体 　監査委員 若杉　　恵 （１号会議員）
　研究、農業委員等の講習及び研修を行うこと。 学識経験者 　（尾張旭市農業委員会長）

○　農業委員会に助言その他の協力を行うこと。 　監査委員 尾浦　主伸 （１号会議員）
　（豊川市農業委員会長）

［支部(尾張支部始め８支部５４委員会)］ ［事 務 局］常勤職員７名 ［関連事務局等］

局　　　長 　１名 愛知県農業委員会事務研究会（昭和３８年７月発足、会員５４委員会等職員）

総　務　課 　３名 愛知県稲作経営者会議（平成２年９月発足、正準会員８０名）

農　政　課 　３名 愛知県担い手育成総合支援協議会（平成１７年４月発足、構成員１４団体）

愛知県耕作放棄地対策協議会（平成２０年１２月発足、構成員５団体）

（法第６条第１項に規定する業務） ［農業委員会数］ ５４ （３７市・１５町・２村） （平成23年8月1日現在）

○　農地法に基づく農地の権利移動の許可、農業 ［総　　会］、［農地部会］、［その他の部会］ 1,222名
　経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計 ［ 委 員 ］ (９３１名)

　画の決定等  (選挙委員) (２９１名)

（法第６条第２項・第３項に規定する業務） 　農　業　者 ６～４０名(法定上限)

○　農地等の農業上の利用の確保  (選任委員) （選任委員の内訳） 女性農業委員数 ８７名

○　農地等の利用の集積、効率的な利用の促進 　総合農協理事（経営管理委員）又は組合員  １名 農業協同組合 57名 　(選挙１８名・選任６９名)

○　法人化、農業経営の合理化 　農業共済組合理事又は組合員  １名 農業共済組合 24名
○　調査及び研究、情報提供　等 　土地改良区理事又は組合員  １名 土地改良区 48名 認定農業者の農業委員数 １７０名

○　意見の公表、行政庁への建議、諮問に応ずる 　学識経験者  ４名以内 議 会 推 薦 　  162名　 　　（選挙127名・選任43名）
　答申

　２　号　【　１名】　　（　１名）

　３　号　【　１名】　　（　１名）

　４　号　【　４名】　　（　４名）

　５　号　【１０名】　　（　３名）

農業委員会系統組織の概要（平成２３年８月２８日現在）

東 三 河(　４委員会)

尾　　張(１８委員会)

（選任委員）

愛知県内の農業委員数

農業委員数

(選挙委員)

　　計　　【７８名】75　（２８名）26

新城設楽(　４委員会)

名 古 屋(　１委員会)
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海　　部(　７委員会)

知　　多(１０委員会)

豊田加茂(　２委員会)

　６　号　【　８名】　　（　５名）
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西 三 河(　８委員会)

　１　号　【５４名】　　（１４名）


